
【内定申請時提出書類】
①内定申請書（役場備付）
②除却する建物の図⾯
③除却⼯事⾒積書（写）
※解体⼯事費、仮設⼯事費、付帯⼯事費、廃棄処理費⽤

等の項⽬が記載された内訳明細書付き
④除却前の写真
⑤委任状（申請者が本⼈でない場合）
⑥同意書（申請者が相続⼈の場合）
⑦登記事項証明書（法務局で取得）
※⑤・⑥には⼾籍謄本、委任者及び同意者全員の印鑑証明
が必要

※請負契約書の写しを添付すること

【完了報告時提出書類】
①完了報告書
②請求書（写）
③除却工事領収書（写）
④除却後の写真
⑤産業廃棄物管理票写し（マニフェスト（E))
⑥補助事業完了証明書※代理受領の場合のみ

【交付申請時提出書類) 】
①交付申請書
②補助利用についての確認書※代理受領の場合のみ

⽥野町⽼朽建築物除却事業の流れについて

①補助⾦交付申請書

②現地調査・審査

③補助⾦交付内定可否決定通知

④実施事業計画書

⑦完了報告書、交付申請書

⑧補助⾦交付決定可否通知

⑨補助⾦請求

⑩補助⾦⽀払

⑤変更等申請書

⑥変更等承認可否決定通知

※⾒積額から変更がある場合

：申請者 ：町

⽥野町⽼朽建築物除却事業のご案内
⽥野町内にある⽼朽化が進んだ建物のうち、防災・防犯⾯で危険と判断される建物

の解体除去を促進し、住環境の改善を図るため、除却費⽤の⼀部を補助します。
また、⽥野町避難⽤道路計画に基づく避難ルート沿いについては、災害時の避難路

の確保につなげるため、除却費⽤の全額を補助します。※補助条件あり

補助対象者
①⽥野町内に所在する⽼朽建築物の所有者

※委任状による代理申請は条件により可
②町税等を滞納していない者
③暴⼒団員⼜は暴⼒団密接関係者に該当しない者

補助率対象物件

定額（除却⼯事費全額）
※ただし⾒積額が適正額と認められる場合。

⽥野町避難⽤道路計画に基づく避難
ルート（中⾯参照）において、対策優先
道路及び連絡道路沿いにあり、地震発⽣
時に道路閉塞が予想される⽼朽家屋。

１

上限：1,000,000円／１棟
※１坪あたり30,000円で算出した額⼜は、
除却⼯事⾒積⾦額に10分の8を乗じて得た額
のいずれか低い⽅の額。

※補助⾦額に1,000円未満の端数が出た場合は切り捨て

①居住⽤⽼朽建築物

上記以外
の場合２

上限：1,000,000円／１棟
※１坪あたり20,000円で算出した額⼜は、
除却⼯事⾒積⾦額に10分の6を乗じて得た額
のいずれか低い⽅の額。

※補助⾦額に1,000円未満の端数が出た場合は切り捨て

②その他（倉庫・店舗等）
の⽼朽建築物

補助要件
①建築物の⽼朽度の測定により判断された危険な⽼朽建築物であると認められ、

かつ防犯・防災上の⾯から解体除去が必要であると判断されるもの。
②翌年３⽉までに除却⼯事を完了できる場合に限る

対象物件・補助額

申請受付
期 間：令和２年６⽉２９⽇（⽉）~７⽉１０⽇（⾦）
場 所：⽥野町総務課
時 間：午前８時３０分~午後５時１５分（⼟・⽇・祝⽇を除く）
その他：申請様式は⽥野町ホームページからダウンロードしていただくか、総務課カウン

ターで配布しています。
※⽼朽度の⾼い順での採択となります。予算額に達し次第募集を締め切らせていただきます

のでご了承ください。

⽥野町総務課 TEL：0887-38-2811 FAX：0887-38-2044

⽥ 野 町

問い合わせ

【中⾯へ→】

【注意事項】
○補助⾦交付内定決定の前に⼯事に着⼿した場合には、補助⾦が受けられません。
○補助⾦交付申請は、当該年度に事業が完了するものが対象です。
○建築物を除却した跡地は、周辺地域の⽅々に迷惑がかからないように適切に管理してください。
○建築物を除却した場合、住宅⽤地の特例措置が適⽤されなくなり、⼟地の固定資産税が上がる
ことがあります。

【請求時提出書類) 】
①請求書
②請求及び受領委任状※代理受領の場合のみ



⽥ 野 町 避 難 ⽤ 道 路 計 画 に 基 づ く 避 難 ル ー ト

⽥野中学校

中芸⾼校

※該当道路沿いかどうか不明な場合は役場までお問い合わせください。

凡 例

町道（対策優先道路）

国道・県道

町道（連絡道路）
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